


【国保】 
 

D-489 脳波検査（熱性痙攣） 

 

《令和 6 年 12 月 5 日新規》 

 

○ 取扱い 

 原則として、熱性痙攣に対して脳波検査の算定は認められる。 

 

○ 取扱いの根拠 

 熱性痙攣に対する脳波検査はてんかんの判別に有用と考えられるため、

算定は認められると整理した。 

 


